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平成２６年１月２１日

玄海町立小中学校基本構想等検討委員会 学校運営作業部会（＃５）

１．開会

２．協議

(１)校名・通称の選定について

(２)制服について

３．次回会議内容と日程

平成２６年 月 日（ ）１９時００分～２０時３０分

４．閉会
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２．協議

(１)校名・通称の選定について

①校名・通称の応募状況

保育園 ２ 通 件 数

小学校 69 通 小学校名 ５７件

中学校 20 通 中学校名 ５８件

公共施設 46 通 通 称 ８０件

メール 4 通

封書 1 通

FAX ２ 通

合計 144 通

②応募の内容

別紙のとおり

応募理由を基に、

(ア)地域・地名等

(イ)校訓等

(ウ)町花や自然

(エ)希望や願い

(オ)その他

に分類。

③部会内での選定基準（ルール作り）

選定基準を定めることにより、公平かつ明瞭な選定を⾏う。

(ア)校名と通称の関係性

校名と通称を選定するうえで、下記基準は必要か。その他にもあれば。

(a)校名と通称を同一名称とする、あるいは異なる名称とする

(イ)校名の選定基準

選定において、下記基準は必要か。その他にもあれば。

(a)小学校名と中学校名は同一名称とする

(b)漢字、ひらがな、カタカナのいずれかにする

(c)学校の校訓、コンセプトに沿っている

(d)校名案の理由が明確

(e)町外の学校名と同一名称は対象外

(f)子どもたちが読むこと、書くことが容易

(g)応募数が多い名前

(h)校名から地域・地理のイメージが沸きやすい名前

(i)これまでの歴史と伝統を受け継ぐにふさわしい
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(ウ)通称の選定基準

選定において、下記基準は必要か。その他にもあれば。

(a)漢字、ひらがな、カタカナのいずれかにする

(b)学校の校訓、コンセプトに沿っている

(c)通称案の理由が明確

(d)町外の学校名と同一名称は対象外

(e)読み方が何通りもないこと

(f)子どもたちが読むこと、書くことが容易

(g)応募数が多い名前

(h)校名から地域・地理のイメージが沸きやすい学校

(i)これまでの歴史と伝統を受け継ぐにふさわしい

④部会案の選定方法

上記選定基準を基に、どのように選定を⾏うか。

(ア)希望する名前に投票し、選定する

(イ)一つずつ選定基準に照らし合わせ、絞り込み、選定する

(ウ)分類ごとに選定基準に照らし合わせ、絞り込み、選定する

(エ)選定基準を基に評価点を付し、評価点で選定する

(エ)その他

⑤部会案の優先順位

(ア)校名・通称いずれも優先順位はなく、同一順位で提案する

(イ)校名・通称いずれも優先順位をつけて提案する

(ウ)校名は優先順位をつける、通称は同一順位で提案する

(エ)校名は同一順位で提案し、通称は優先順位をつけて提案する

⑥スケジュール

部会案を検討委員会に提案する最終期限は、3月上旬(10 日頃)とする。

平成25年度 平成26年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月

19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-1 2-8 9-15 16-22 23-29 6-12 13-19 20-26 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 2930

玄海町議会 例年

議会 教育環境調査特別委員会
状況報告

●提案・説明

町長部局
状況報告

●説明 ●議案提出締切

教育委員会
臨時委員会にあわせ、実施

●最終決定

検討委員会
必要に応じて実施

●最終決定

学校運営作業部会 ●
必要に応じて会議を実施

●最終決定

30-5 27-3

●
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(２)制服について

①前回の協議内容

(ア)制服は全学年に導⼊する。

(イ)体操服等も統一する必要がある。

(ウ)標準服とするのか、制服とするのか、その定義を定める必要がある。

(エ)新 7年、新 1年⽣以外の制服購⼊に対して、補助⾦制度があると助かる。

(オ)H26年度の中学1年と2年⽣は、H27年度に既存の制服を利⽤するパターンも考え

られる。

(カ)制服製作のスケジュールがあると検討しやすい。

(キ)リユースについて今後協議をしてほしい。

①スケジュール案

平成２５年度 平成２６年度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

デザインの検討

デザインの具体化

細部検討

試作品製作

決定 ●

製作業者選定 ●

製作 ●

寸法合わせ ●

納品 ●

②制服の定義

導入する制服の定義を定める。

(ア)着用について

着用を義務付ける範囲は、

登下校時
学校生活 校外の

学校⾏事

帰宅後・

休日全学年 学年区分 その他

義務付ける

義務付けない

(イ)種類について

学校指定する範囲は、

上衣 ボトム シャツ 靴下 靴 その他（ぼうし等）

指定

準じる

自由
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③制服の種類

(ア)全学年同じデザイン

(イ)全学年同じデザインで、学年区分ごとにワンポイントの差別化を図る

(ウ)全学年同じデザインで、１〜４年、５〜９年でワンポイントの差別化を図る

(エ)１〜４年、５〜９年でデザインを分ける

(オ)１〜４年、５〜７年、８〜９年でデザインを分ける

(カ)１〜６年、７〜９年でデザインを分ける

④制服の運用

(仮定)開校時の 9年⽣及び 8年⽣は、現⾏の制服を着⽤する。

7年⽣以下は、全て新しい制服を着⽤する。

平成27年度 平成28年度 平成29年度
９年生 旧制服 旧制服 新制服
８年生 旧制服 新制服 新制服
７年生 新制服 新制服 新制服
６年生 新制服 新制服 新制服
５年生 新制服 新制服 新制服
４年生 新制服 新制服 新制服
３年生 新制服 新制服 新制服
２年生 新制服 新制服 新制服
１年生 新制服 新制服 新制服

⑤制服のデザイン

(ア)部会で詳細な特徴を出しあい、それを基にデザインする。

(イ)部会で基本形状やタイプを決めて、それを基にデザインを提案する。

(ウ)校訓、コンセプトから既製品にはないデザインを提案してもらい、選定する。

(エ)校訓、コンセプトから既製品を提案してもらい、選定する。


